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たじり・ふれ愛・ささえあい　みんながいきいきと安心して暮らせるまち
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　スマートフォンの知識や基本的な操作
について、実際にスマートフォンを使い
ながら学びませんか？ 
　今回はテーマごとに参加できます。興
味があるテーマがあれば、ぜひ申込くだ
さい！ 
場　　所　たじりふれ愛センター２階　
　　　　　チョボラッタ
費　　用　無料　　　　　　　　
申込締切　令和４年7月22日（金）まで
申 込 先　田尻町社会福祉協議会

　　　　　（担当：倉本）

※新型コロナウイルスの状況によっては延期・中止す
る場合もあります。
※申込多数の場合は抽選となりますのでご了承くださ
い。
※次回募集は、９月の社協だよりでお知らせします。
※スマートフォンをお持ちでない方には貸出機を使っ
ていただきます。

くらもと

  ☎072-466-5015

日　　時 テ　ー　マ

テーマ毎の申込となるため、ご希望のテーマをお申し込みください。

60歳以上  参加者募集！弾第 １

7月14日（木）13：00～1６：00
8月18日（木）13：00～1６：00
場　所　吉見集会所

※感染対策を徹底し実施します。
　ご協力・ご理解の程宜しくお願い致します。
※8月第2木曜日は祝日となるため、8月開催は
　8月18日（木）となります。

☎ 466-5015（担当：倉本、中出）

田尻町社会福祉協議会
くらもと     なか で

問い合わせ

たじり なごみの里カフェ再開！！
おまたせしました！

再開に向けて準備中です！

開催時の様子

　月１回（第２木曜日）に吉見集会所にて、地域の居場所
づくり事業の一環として「たじり　なごみの里カフェ」を
オープンしています。
　新型コロナウイルスの影響にて約２年間休止しておりま
したが、7月14日（木）より再開することとなりました。淹
れたての珈琲（100円/お菓子付）でおもてなししています
ので、ぜひ覗いてみてください！お待ちしています。

電源の入れ方、ボタン操作方法

電話のかけ方、カメラの使い方

アプリのインストール方法

インターネットの利用方法

メールの利用方法

地図アプリの利用方法

LINE講座①  インストール方法

LINE講座②  初期設定

LINE講座③  友だちの追加方法

LINE講座④  メッセージと写真の送り方

8月4日（木）
13：15～14：15
8月4日（木）
14：30～15：30
8月18日（木）　
13：15～14：15
8月18日（木）　
14：30～15：30
9月1日（木）　
13：15～14：15
9月1日（木）　
14：30～15：30
9月8日（木）　
13：15～14：15
9月8日（木）　
14：30～15：30
9月15日（木）　
13：15～14：15
9月15日（木）　
14：30～15：30
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シニア向けスマートフォン講座開催シニア向けスマートフォン講座開催

【特別企画】
～スライドでつづる昔の田尻町～  を開催します。
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　高齢や障害により、一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心
して生活が送れるよう、本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援
助を中心に、日常的な金銭管理や重要書類等の預かり・保管などの支援
を通じて、高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを目的とした
事業です。

　軽い認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方で「自分一人
で福祉サービスの利用手続きすることに不安がある方」や「預金の出し入れや公共料金の
支払い、重要書類の保管を一人で行うことに不安がある方」が対象となります。
【利用できる方】　軽い認知症や判断能力に不安のある高齢者、知的障がい者、精神障が
　　　　　　　　　い者の方
　　　　　　　　　※ご本人に利用する意思があり、契約内容について判断できる能力を
　　　　　　　　　　有していると認められる方
　　　　　　　　　※認知症の診断を受けていない方や障がい手帳をお持ちでない方も利
　　　　　　　　　　用できます。
　　　　　　　　　※施設入所、病院入院でもご利用できます。

１．福祉サービス利用援助
　　　福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談、契約のお手伝い、苦情解決制度の利用
　　手続きの援助等
２．日常的金銭管理サービス
　　　福祉サービスや医療費の利用料金、税金や保険料、公共料金、家賃の支払い手続き、年金
　　や福祉手当の受領に必要な手続き
３．書類等預かりサービス
　　　年金証書、預貯金通帳、権利証、実印などの書類預かり

◆専門員による訪問、相談、支援計画の作成は無料です。
◆契約後の利用料金は収入により変わります。詳細についてはお問い合わせください。

日 常 生 活 自 立 支 援

利用対象

援助内容

手続きの
流れ

利用料金

お問合せ
田尻町社会福祉協議会（ふれ愛センター１階）
☎ 072‒466‒5015（担当：倉本、野々口）

くら   もと          の      の  ぐち

※内容には条件もあるため、詳しくはお問い合わせください

　

相　　談 訪　　問 支援計画
の作成

契約の
締結

専　門　員

援助の
開始

生活支援員
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調髪券を下記の要領にてお渡ししますので必要な方はお越しください。

※はじめて調髪券の交付を受ける方は、保険証・障害者手帳などを持参ください。
※調髪券に記載するお名前の方（本人）のみ利用できます。
※利用者の負担は55％になります。
※田尻町内の各理容店様には基本料金の10％を負担していただいております。

  　　　　田尻町在住で　①満75歳以上の方
　　　　　　　　　　　 ②満65歳以上の寝たきりの方
                                  ③身体障害者（児）1・2級の方 

対 象 者

年度内に１回（2枚綴り）交付回数

利用期間　12月31日まで

この事業は、共同募金の配分金からの助成事業です。

交付場所 たじりふれ愛センター内1階（田尻町社会福祉協議会）

福 祉 の 相 談 員 で す

お気軽にご相談くださいお気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください

行政機関

保健所・保健福祉センター

障がい者の相談支援事業所

子ども家庭センター

自立支援機関

町会・自治会

民生委員・児童委員・地区福祉委員

地域のサロン団体

　　　　

たとえば…

　コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）は、高齢・障害・子どもだ
けに限らず、支援の必要な人の相談に応じ、必要な支援に結びつけます。
また、関係機関・団体や地域の方とつながりを持ちながら課題解決に向け
て動きます。

コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）って？

どこに相談したらいいのかな…

tajirisyakyocsw@gmail.com

田尻町社会福祉協議会（ふれ愛センター１階）

☎ 072-466-5015

福祉にかかわるところが同じフロアへ

事務所が3階から1階へ移転

～相談しやすくなりました～

CSW

地域のこと
自分自身のこと
家族のこと
子どものこと

お金のこと
家のこと
手続きのこと

相談

つなぐ
課題の
整理

CSW
コミュニティー
ソーシャルワーカー（　　　　　　　　　）

令和４
年度

調髪券の交付がはじまりました。調髪券の交付がはじまりました。
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　下記の方からご寄附いただきましたご厚意に感謝申
し上げ、地域福祉のために有意義に使わせていただき
ます。

ご寄附のご報告
令和4年4月16日～令和4年6月15日

●  樫井　敏行 様　　          10,000円　
　　　樫井　幸枝  様　ご逝去による供養として

  

たじりまるごとマーケットたじりまるごとマーケット
5月１５日（日）に、

『田尻町社会福祉協議会』『田尻町地区福祉委員会』
イベントブースを出店してきました！

ぜひ、お立ち寄りください♪
コミュニティサロン「チョボラッタ」
ふれ愛センター２階
月・水・金　10：00～14：00

 
チョボラッタでは年に１度売上の一部を地域還元として、
教育、子ども関係施設へ寄贈しています。

田尻町立小学校へ寄贈

（今年度は、必要物品に替えてお渡ししました）
￥49,941

今夏も
みどりのカーテン！

社会福祉法人　大阪府社会福祉協議会
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html

社会福祉法人　田尻町社会福祉協議会
https://tajiri-syakyo.jp/introduction/funds/

大阪府生活福祉資金貸付大阪府生活福祉資金貸付
　田尻町社会福祉協議会では、大阪府生活福祉資
金貸付業務の一部を行っています。
　この貸付制度は国及び大阪府が資金を出し、低
所得世帯、高齢者や障害のある方がいる世帯等に

対し、低利で必要な資金を貸し付ける制度です。
　資金には、いくつかの種類と貸付条件等があり
ますので、詳しくは右記ホームページまたは窓口
にてご相談ください。


